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第
一 

初
め
に 

  

日
本
人
の
一
人
と
し
て
古
代
史
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
。
特
に
、
邪
馬
壹
国
の
謎
と
天
皇
氏
の
出
自
に
つ
い

て
は
、
学
生
の
頃
か
ら
関
心
が
あ
っ
た
。
長
年
関
心
を
寄
せ
て
思
考
し
た
結
果
、
そ
の
謎
を
解
き
明
か
し
た
と

信
じ
て
い
る
。
こ
の
た
び
思
考
の
結
果
を
著
し
、
ヤ
マ
ト
王
権
創
生
の
秘
密
を
こ
こ
に
ご
報
告
す
る
。
こ
の
論

文
執
筆
に
当
た
っ
て
採
用
し
た
基
本
的
方
針
を
述
べ
る
。 

「
一
般
に
古
代
人
の
神
話
・
伝
承
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
核
心
に
史
実
を
も
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
い
う
こ

と
が
、
考
古
学
や
民
俗
学
の
調
査
の
結
果
、
実
証
さ
れ
て
き
て
、
日
本
の
記
紀
の
場
合
も
例
外
で
は
あ
る
ま
い
、

い
や
、
む
し
ろ
、
そ
の
所
伝
は
そ
う
と
う
に
歴
史
性
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
が
、
優
勢
に
な
っ

て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
」
（
『
騎
馬
民
族
国
家
』
一
六
二
頁
） 

私
も
、
記
紀
な
ど
の
記
述
の
背
後
に
は
、
何
ら
か
の
歴
史
的
事
実
が
あ
る
と
考
え
て
、
そ
の
歴
史
的
事
実
を
で

き
る
限
り
救
う
方
針
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
古
墳
時
代
当
時
の
中
国
は
、
日
本
と
利
害
対
立
が
無
い
の
で
、

魏
志
等
の
中
国
の
史
書
は
基
本
的
に
信
頼
で
き
る
と
考
え
る
。 

古
墳
時
代
の
時
期
区
分
と
し
て
は
通
説
に
従
う
。 

古
墳
時
代
前
期
が
、
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
末
ま
で
。 

古
墳
時
代
中
期
が
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
末
ま
で
。 

古
墳
時
代
後
期
が
、
六
世
紀
初
頭
か
ら
七
世
紀
前
半
。 

  



- 5 - 
 

第
二 

邪
馬
壹
国
の
位
置 

 

一 

 

ご
存
じ
の
通
り
、
邪
馬
壹
国
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
近
畿
説
と
九
州
説
が
あ
る
。
近
畿
説
は
纒
向
遺
跡
を
、

九
州
説
は
吉
野
ヶ
里
遺
跡
を
、
卑
弥
呼
の
宮
殿
跡
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
纒
向
遺
跡

を
宮
殿
跡
と
す
る
近
畿
説
が
正
し
い
と
考
え
る
。 

（
ア
）「
近
年
の
考
古
学
的
成
果
、
特
に
年
輪
年
代
学
に
よ
る
新
し
い
年
代
観
に
よ
り
、
畿
内
の
大
和
地
方
で
の

初
期
国
家
の
成
立
が
邪
馬
壹
国
成
立
と
同
時
代
の
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
の
説
が
有
力
」

（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
邪
馬
壹
国
」
）
で
あ
る
こ
と
。 

（
イ
）「
卑
弥
呼
の
遣
使
に
ち
な
ん
だ
と
見
ら
れ
る
景
初
三
年
、
正
始
元
年
銘
の
三
角
縁
神
獣
鏡
が
畿
内
を
中
心

に
分
布
、
か
つ
こ
れ
ら
が
発
掘
さ
れ
る
古
墳
の
多
く
は
年
輪
年
代
学
等
の
結
果
に
よ
り
三
世
紀
に
築
造
さ
れ
た

と
見
ら
れ
、
時
代
が
合
致
す
る
こ
と
」
（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
邪
馬
壹
国
」) 

（
ウ
） 

近
年
、
纒
向
遺
跡
か
ら
大
規
模
遺
構
が
発
掘
さ
れ
と
と
も
に
、
桃
の
種
が
大
量
に
出
土
し
た
こ
と
。
こ

れ
を
主
題
と
し
た
テ
レ
ビ
番
組
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
が
説
い
た
よ
う
に
、
こ
の
桃
の
種
は
、
卑
弥
呼
が
行

っ
た
鬼
道
、
す
な
わ
ち
道
教
の
証
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。 

（
エ
） 

奈
良
盆
地
は
そ
の
地
勢
か
ら
開
発
し
や
す
く
、
古
く
か
ら
開
発
が
進
み
、
そ
の
進
ん
だ
農
業
生
産
力
の

優
位
性
に
よ
り
、
倭
国
が
最
初
に
統
合
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
現
在
は
、
都
道
府
県
別
農
業
生
産
力
に

お
い
て
低
位
に
あ
る
と
し
て
も
。 

 

二 

 

邪
馬
壹
国
が
近
畿
に
あ
っ
た
と
し
て
、
魏
志
倭
人
伝
の
邪
馬
壹
国
に
至
る
コ
ー
ス
を
解
釈
し
て
み
る
。
私
の

考
え
る
コ
ー
ス
は
図
表
３
「
魏
志
倭
人
伝
コ
ー
ス
図
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
帯
方
郡
、
狗
奴
韓
国
が
朝
鮮
に
あ
る
こ
と
、
対
馬
の
国
が
対
馬
で
あ
る
こ
と
は
、
問
題
な
い
と
考
え

る
。
一
支
国
、
末
廬
国
、
伊
都
国
、
奴
国
、
不
弥
国
は
、
図
表
１
「
倭
国
筑
紫
要
図
」
の
よ
う
に
考
え
る
。
す

な
わ
ち
、
語
感
か
ら
一
支
国
が
壱
岐
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
、
語
感
と
海
港
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
末

廬
国
が
松
浦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
大
率
の
居
る
伊
都
国
で
あ
る
が
、
吉
野
ヶ
里
遺
跡
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。「
ミ
ヤ
コ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
邪
馬
壹
国
の
九
州
お
目
付
役
の
一
大
率
が
居
る
の
で
、
吉
野
ヶ
里
の
大
規

模
遺
跡
が
相
応
し
い
。
ま
た
、
松
浦
で
九
州
に
上
陸
し
て
、
次
に
赴
く
地
と
し
て
、
一
大
率
の
居
る
都
邑
が
相

応
し
い
。
伊
都
国
の
「
伊
」
で
あ
る
が
、「
コ
ノ
」
や
「
カ
ノ
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
伊
都
は
「
彼
の
都
」
と

い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

末
廬
国(

松
浦
市)

か
ら
伊
都
国(

吉
野
ヶ
里
遺
跡)

へ
の
方
角
は
、
魏
志
倭
人
伝
で
は
、
「
東
南
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
実
際
の
方
角
は
、〈
東
〉
で
あ
る
。
魏
志
倭
人
伝
の
方
角
を
「 

」
内
に
、
実
際
の
方
角
を
〈 

〉
内
に
表

記
す
る
。 
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奴
国
で
あ
る
が
、
博
多
と
考
え
ら
れ
る
。
博
多
を
娜
大
津
（
な
の
お
お
つ
）
と
い
う
。
ま
た
、
金
印
が
志
賀

島
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
魏
志
倭
人
伝
で
は
、
伊
都
国
か
ら
「
東
南
」
と
す
る
が
、
実
際
は
、
〈
北
〉
と
な
る
。

そ
し
て
、
博
多
か
ら
出
港
し
て
邪
馬
壹
国
へ
向
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

不
弥
国
は
、
宇
美
町
と
考
え
る
。
魏
志
倭
人
伝
で
は
、
伊
都
国
か
ら
「
東
」
と
す
る
が
、
実
際
は
、〈
北
北
東
〉

と
な
る
。 

 

こ
こ
で
、
方
角
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
末
廬
国(

松
浦
市)

か
ら
伊
都
国(

吉
野
ヶ
里
遺
跡)

へ
は
、
実
際
は
〈
東
〉

な
の
に
「
東
南
」
と
さ
れ
、〈
南
〉
へ
の
偏
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
偏
向
は
、「
「
倭
人
伝
」
の
な
か
に
「
そ
の
道

里
を
計
る
に
、
ま
さ
に
会
稽
・
東
冶
の
東
に
あ
る
べ
し
」「
倭
の
地
を
参
問
す
る
に
、
海
中
洲
島
の
上
に
絶
在
す
。

あ
る
い
は
絶
え
あ
る
い
は
連
な
り
、
周
旋
五
千
余
里
ば
か
り
な
り
」
と
あ
り
、
会
稽
は
浙
江
省
、
東
冶
は
福
建

省
で
あ
る
か
ら
、
倭
は
そ
の
東
の
海
上
に
あ
り
、
つ
ま
り
北
九
州
か
ら
南
へ
琉
球
・
台
湾
あ
た
り
へ
の
び
る
列

島
だ
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
」
（
『
神
話
か
ら
歴
史
へ
』
四
三
頁
）
こ
と
か
ら
、
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

邪
馬
壹
国
が
〈
南
〉
に
あ
る
と
い
う
思
い
込
み
が
魏
の
使
節
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
こ
の
偏
向
は
拡
大
し
、
実
際
は
伊
都
国
か
ら
〈
北
〉
と
な
る
奴
国
を
、「
東
南
」
と
し
、
実
際
は
伊

都
国
か
ら
〈
北
北
東
〉
に
あ
る
不
弥
国
を
、「
東
」
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
九
州
内
陸
を
移
動
す
る
う
ち
に

方
角
を
見
失
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
邪
馬
壹
国
の
役
人
が
邪
馬
壹
国
の
位
置
を
隠
す
た
め
に
、
こ
の

偏
向
を
助
長
さ
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

  

こ
の
偏
向
に
従
い
、〈
北
〉
を
「
東
」
と
す
る
と
、
実
際
の
〈
東
〉
は
「
南
」
と
な
る
。
魏
志
倭
人
伝
は
、
奴

国
か
ら
「
南
」
へ
と
向
か
っ
た
と
す
る
が
、
実
際
は
〈
東
〉
へ
向
か
っ
た
こ
と
と
な
る
。
奴
国
か
ら
「
南
」
へ

向
か
っ
た
と
言
う
が
実
際
に
は
〈
東
〉
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、「
南
、
投
馬
国
に
至
る
水
行
二

十
日
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
瀬
戸
内
航
路
を
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

投
馬
国
と
は
、
針
間
の
国
、
す
な
わ
ち
播
磨
の
国
と
考
え
ら
れ
る
。
「
馬
」
は
、
「
間
」
の
当
て
字
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
投
」
に
は
投
宿
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
投
宿
し
た
針
間
の
国
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

投
馬
国
か
ら
、「
水
行
十
日
陸
行
一
月
」
し
て
、
邪
馬
壹
国
に
着
く
。
播
磨
国
か
ら
、
大
阪
湾
を
進
ん
で
、
河

内
平
野
に
上
陸
し
、
大
和
の
国
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
偏
向
に
従
い
、〈
北
〉
を
「
東
」
と
す
る
と
、
実
際
の
〈
西
〉
は
、「
北
」
と
な
る
。「
女
王
国
よ
り
以
北
、

そ
の
戸
数
・
道
理
は
得
て
略
載
す
べ
き
も
、
そ
の
余
り
の
旁
国
は
遠
絶
に
し
て
得
て
詳
か
に
す
べ
か
ら
ず
。
」
と
、

女
王
国
よ
り
「
北
」
す
な
わ
ち
実
際
は
〈
西
〉
に
あ
る
中
国
地
方
、
四
国
地
方
の
国
々
を
記
載
し
な
い
言
い
訳

を
し
て
い
る
。 

 

「
次
に
斯
馬
国
あ
り
、
…
…
…
こ
れ
女
王
の
境
界
の
尽
く
る
所
な
り
。
」
ま
で
は
、
女
王
国
か
ら
「
南
」
の
国
々
、

す
な
わ
ち
実
際
は
〈
東
〉
の
国
々
、
東
国
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。 
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そ
の
境
界
の
「
南
」
、
実
際
は
〈
東
〉
に
あ
っ
て
女
王
に
属
し
な
い
狗
奴
国
と
は
、
蝦
夷
の
国
で
あ
ろ
う
。 

 
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
邪
馬
壹
国
」
が
指
摘
す
る
畿
内
説
の
弱
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。 

 

「
倭
国
の
産
物
と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
鉄
や
絹
は
主
に
北
九
州
か
ら
出
土
す
る
」
点
は
、
一
大
率
に
よ
り
、

九
州
は
支
配
さ
れ
て
お
り
、
邪
馬
壹
国
は
九
州
の
産
物
を
入
手
で
き
た
。 

 

「
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
記
述
さ
れ
た
民
俗
・
風
俗
が
か
な
り
南
方
系
の
印
象
を
与
え
、
南
九
州
を
根
拠
と
す
る

隼
人
と
共
通
す
る
面
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
」
点
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
に
よ
り
、
民
俗
・
風
俗
が
変
化
し
た
と
考
え

る
。 

 

「
「
魏
志
倭
人
伝
」
の
記
述
は
北
九
州
の
小
国
を
詳
細
に
紹
介
す
る
一
方
で
、
畿
内
説
が
投
馬
国
に
比
定
す
る

近
畿
以
西
に
存
在
し
た
は
ず
の
吉
備
国
や
出
雲
国
の
仔
細
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
近
畿
圏
ま
で
含
む

道
程
の
記
述
と
み
な
す
の
は
不
自
然
。
」
点
及
び
「
「
魏
志
倭
人
伝
」
を
読
む
限
り
、
邪
馬
壹
国
は
伊
都
国
や
奴

国
と
い
っ
た
北
九
州
の
国
よ
り
南
側
に
あ
る
」
点
は
、
既
述
の
よ
う
に
魏
志
倭
人
伝
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、

解
消
さ
れ
る
。 

  

以
下
省
略 

 

有
料
版
を
ご
購
入
く
だ
さ
い
。 


